
寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について 
 

１．背景 

①デジタル田園都市国家構想総合戦略概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特徴等 

①国計画期間の変更 

 （ ）内：計画期間 

第 2 期国総合戦略（令和 2～6 年度）を抜本的に改訂し、新たな計画

（令和 5～9 年度）を策定した。 

①②地方自治体は、デジタル

関連の取組を追加した地方版

総合戦略を改訂 

地方自治体は、地域の個性や魅力を生かした地域ビジョンを描き、デ

ジタルの力を活用した取組を追加した地方版総合戦略を改訂する。

（改訂期限は示されていない） 

②4 つの柱は変更なし 従来の国総合戦略から 4 つの柱は変更なし。 

 

③国は、デジタル実装の基礎

条件を整備 

国はデジタルに関する基盤の整備、人材育成・確保などを強力に推進

する。 

④地方自治体は、国の支援を

有効活用 

地域ビジョンを実現するために、国の支援を組み合わせて有効に活用

していくことが重要としている。 
  

① 

③ 

④ 

② 

【資料 4】 



②デジタル田園都市国家構想交付金について 

本交付金は、デジタル実装の取組を支援する「デジタル実装タイプ」、デジタルの活用などによる

観光や農林水産業の振興等の地方創生に資する取組や拠点施設の整備などを支援する「地方創生推

進タイプ」や「地方創生拠点整備タイプ」を設け、デジタル田園都市国家構想の実現を推進してい

る。本交付金には、デジタルの力を活用した取組を追加した地方版総合戦略を改訂することは、要

件になっていない。 

 

③第 2 期神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について 

第２期 県総合戦略 改訂 の進め方 

○令和 4 年度 ➡ 時点修正としての 改訂 

・個別計画の目標値や取組との整合 

・令和 5 年度実施予定の「デジタル関連施策」に係る取組の追加 

○令和 5 年度 ➡ 柱レベルも含めた改訂を予定 

・「国総合戦略」の勘案 

・県議会推進意見への対応 

・次期「総合計画」への対応 

 

④神奈川県内の市町村の対応について 

地方版総合戦略については、策定時期は自治体に委ねられ

ていることや、デジタル田園都市国家構想交付金の要件にな

っていないことから、各自治体で対応が異なる。 

 

 

 

 

⑤寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略（第 2 期）について 

町総合計画 2040 第 1 次実施計画に内包し、

地方創生に特化した取組を抽出して策定した。

そのため、町総合計画と町総合戦略の計画期間

（令和 3～6 年度）や目標指標、取組内容を統一

している。 

  

改訂の予定 割合

改訂済 8.8%

令和5年度中に改訂予定 26.5%

令和6年度中に改訂予定 14.7%

令和7年度以降に改訂予定 20.6%

未定 26.5%

策定予定なし 2.9%



２．寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂の考え方 

①国総合戦略を踏まえた改訂について 

国総合戦略を踏まえた改訂については、デジタル田園都市国家構想交付金の要件になっていない

ことから町総合戦略を令和 5 年度中に改訂しなくても予算上の不利益は生じない。また、町総合戦

略が令和 6 年度で計画期間を終了することから、令和 5 年度中に改訂しても令和 6 年度の単年度の

みの取組を追加することになる。これらのことから令和 5 年度中には改訂せずに、令和 6 年度中に

国総合戦略を踏まえた町総合戦略（第 3 期）を策定する。 

 

②デジタル田園都市国家構想交付金への対応について 

寒川町の地域課題などを解決するために有効なデジタルを活用した取組を検討し、必要に応じて

デジタル田園都市国家構想交付金を活用する。検討にあたっては、先行事例などを参考に組織横断

的に検討を進める。 

（参考） 

令和 5 年度活用事業：デジタル技術とマイナンバーを活用した窓口サービス等の利便性向上 

浸水多発地域への水位等情報システム構築事業 

 

③寒川町のデジタル化推進について 

令和 2 年 12 月、政府において「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が決定され、ビ

ジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、

多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」が示された。 

 また、令和 4 年 6 月に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、このビジョン

が目指すべきデジタル社会のビジョンとして改めて位置づけられた。 

 これらを踏まえ、寒川町のデジタル社会の実現に向けた（仮称）寒川町 DX 推進基本方針を令和

5 年度中に策定予定である。町総合戦略の策定にあたっては、この（仮称）寒川町 DX 推進基本方

針の内容を踏まえて検討する必要がある。 

 

④作業スケジュール 

令和 5 年度：デジタル田園都市国家構想交付金（令和 6 年度分）の活用検討 

      （仮称）寒川町 DX 推進基本方針の策定 

令和 6 年度：デジタル田園都市国家構想交付金（令和７年度分）の活用検討 

町総合戦略（第 3 期）の策定 

・町総合戦略（第 2 期）の検証、地域課題の把握 

・国総合戦略を踏まえたデジタル関連の施策の追加など。 

・町総合計画や（仮称）町 DX 推進基本方針との整合 


